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秋田県後期高齢者医療広域連合派遣職員の通勤手当に関する規則 

平成１９年３月２７日 

規則第１７号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、秋田県後期高齢者医療広域連合派遣職員の手当に関する条例（平

成１９年秋田県後期高齢者医療広域連合条例第１８号。以下「条例」という。）第７

条の規定に基づき、条例第３条に規定する通勤手当に支給について必要な事項を定め

るものとする。 

（通勤及び通勤距離） 

第２条 条例第３条及びこの規則に規定する「通勤」とは、派遣職員（地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２９２条において準用する同法第２５２条の１７第１項の

規定による求めに応じて派遣される職員をいう。以下同じ。）が勤務のため、その者の

住居と勤務公署との間を往復することをいう。 

２ 条例第３条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及

びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる 短の経路の長さに

よるものとする。 

 （届出） 

第３条 派遣職員は、新たに条例第３条第１項の派遣職員（以下「通勤職員」という。）

たる要件を具備するに至った場合には、別に定める様式の通勤届により、その通勤の

実情を速やかに広域連合長に届け出なければならない。通勤職員が住居、通勤経路若

しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があった場合

についても、同様とする。 

２ 派遣職員は、前項後段に規定する変更により通勤職員でなくなった場合には、同項

の例により届け出なければならない。 

 （確認及び決定） 

第４条 広域連合長は、派遣職員から前条の規定による届出があったときは、その届出

に係る事実を通勤用定期乗車券（これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。）

の提示を求める等の方法により確認し、その者が通勤職員たる要件を具備するときは、

その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。 

２ 広域連合長は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、そ

の決定又は改定に係る事項を別に定める様式により作成した通勤手当認定簿に記載す

るものとする。 

 （支給範囲の特例） 

第５条 条例第３条第１項各号に規定する通勤することが著しく困難である派遣職員は、

次のいずれかに該当する派遣職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しな

ければ通勤することが著しく困難であると広域連合長が認めるものとする。 

(1) 住居又は勤務公署のいずれかが離島等にある派遣職員 

(2) 障害のため歩行することが著しく困難な派遣職員 

 （普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準） 
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第６条 普通交通機関等（特別急行列車等以外の交通機関等をいう。以下同じ。）に係

る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし も経済的かつ合理的と認め

られる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。 

第７条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにお

けるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。 

第８条 条例第３条第２項第１号に規定する運賃等相当額（以下「運賃等相当額」とい

う。）は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額（そ

の額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

(1) 定期券を使用することが も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関

等 通用期間が支給単位期間（条例第３条第６項に規定する支給単位期間をいう。

以下同じ。）である定期券の価額 

(2) 回数乗車券等を使用することが も経済的かつ合理的であると認められる普通交

通機関等 当該回数乗車券等の通勤２１回分の運賃等の額 

 （自動車等使用者の支給額） 

第９条 条例第３条第２項第２号に規定する規則で定める額は、別表に掲げる額とする。 

 （併用者の区分及び支給額） 

第１１条 条例第３条第２項第３号に規定する同条第１項第３号に掲げる派遣職員の区

分は次の各号に掲げるものとし、通勤手当の額は当該各号に掲げるとおりとする。 

 (1) 条例第３条第１項第３号に掲げる派遣職員（普通交通機関等を利用しなければ通

勤することが著しく困難である派遣職員以外の派遣職員であって、その利用する普

通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているも

のであるものを除く。）のうち、自動車等の使用距離が片道２キロメートル以上で

ある派遣職員及び自動車等の使用距離が片道２キロメートル未満であるが自動車等

を使用しなければ通勤することが著しく困難である派遣職員 同条第２項第１号及

び第２号に定める額（同項第１号に規定する１か月当たりの運賃等相当額（以下「１

か月当たりの運賃等相当額」という。） 

(2) 条例第３条第１項第３号に掲げる派遣職員のうち、１か月当たりの運賃等相当額

（２以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっ

ては、その合計額。以下「１か月当たりの運賃等相当額等」という。）が同条第２

項第２号に定める額以上である派遣職員（前号に掲げる派遣職員を除く。） 同項

第１号に定める額 

(3) 条例第３条第１項第３号に掲げる派遣職員のうち、１か月当たりの運賃等相当額

等が同条第２項第２号に定める額未満である派遣職員（第１号に掲げる派遣職員を

除く。） 同項第２号に定める額 

 （交通の用具） 

第１２条 条例第３条第１項第２号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。

ただし、国又は地方公共団体等の所有に属するものを除く。 

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具 

(2) 自転車、ただし、原動機付きのものを除く 

 （通勤の実情に変更を生ずる派遣職員） 
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第１３条 条例第３条第３項の規則で定める派遣職員は、通常の通勤の経路及び方法に

よる場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の

通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる派遣職員で、特別急

行列車、高速自動車国道その他の交通機関等（以下「特別急行列車等」という。）を

利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が４０キロメートル以上若し

くは通勤時間が６０分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると

広域連合長が認めるものとする。 

 （異動等の直前の住居に相当する住居） 

第１４条 条例第３条第３項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する

公署の移転の日以後に転居する場合において、特別急行列車等を通勤のため利用する

経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び広域連合長がこれに準ずると認め

る住居とする。 

 （特別急行列車等の利用の基準） 

第１５条 条例第３条第３項の規則で定める基準は、特別急行列車等の利用により通勤

時間が３０分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれ

に相当すると広域連合長が認めるものであることとする。 

 （特別急行列車等に係る通勤手当の額の算出の基準） 

第１６条 特別急行列車等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照ら

し も経済的かつ合理的と認められる特別急行列車等を利用する場合における通勤の

経路及び方法により算出するものとする。 

２ 第７条の規定は、特別急行列車等に係る通勤手当の額の算出について準用する。 

３ 第８条の規定は、条例第３条第３項第１号に規定する特別料金等の額の２分の１に

相当する額の算出について準用する。この場合において、第８条中「普通交通機関等」

とあるのは「特別急行列車等」と、同条第１項第１号中「価額」とあるのは「価額の

２分の１に相当する額」と、同項第２号中「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額

の２分の１に相当する」と読み替えるものとする。 

 （支給日等） 

第１７条 通勤手当は、支給単位期間（第３項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。）

又は当該各号に定める期間（以下「支給単位期間等」という。）に係る 初の月の時

間外勤務手当及び休日勤務手当の支給日（以下「支給日」という。）に支給する。た

だし、支給日までに第３条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支

給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。 

２ 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した派遣職員

には、当該通勤手当をその際支給する。 

３ 条例第３条第４項の規則で定める通勤手当は次の各号に掲げる通勤手当とし、同項

の規則で定める期間は当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 

(1) 派遣職員が２以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第３条第２項第１号

に定める額の通勤手当を支給される場合（次号に該当する場合を除く。）において、

１か月当たりの運賃等相当額等が５５，０００円を超えるときにおける当該通勤手当 

その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち も長い支給単位期間 



ID 66     4/9 

(2) 派遣職員が条例第３条第２項第１号及び第２号に定める額の通勤手当を支給される

場合において、１か月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が５５，０

００円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位

期間のうち も長い支給単位期間 

(3) 派遣職員が２以上の特別急行列車等を利用するものとして特別急行列車等に係る通

勤手当を支給される場合において、条例第３条第３項第１号に規定する１か月当たり

の特別料金等２分の１相当額（以下「１か月当たりの特別料金等２分の１相当額」と

いう。）の合計額が４０，０００円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当

該通勤手当に係る支給単位期間のうち も長い支給単位期間 

 （支給の始期及び終期） 

第１８条 通勤手当の支給は、派遣職員に新たに条例第３条第１項の派遣職員たる要件

が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月（その日が月の初日

であるときは、その日の属する月）から開始し、通勤手当を支給されている派遣職員

が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、

通勤手当を支給されている派遣職員が同項の派遣職員たる要件を欠くに至った場合に

おいてはその事実の生じた日の属する月（これらの日が月の初日であるときは、その

日の属する月の前月）をもつて終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第

３条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から１５日を経過した後にされ

たときは、この届出を受理した日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、

その日の属する月）から行うものとする。 

２ 通勤手当は、これを受けている派遣職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至っ

た場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月（その日が月の初日である

ときは、その日の属する月）から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手

当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。 

 （返納の事由及び額等） 

第１９条 条例第３条第５項の規則で定める事由は、通勤手当（１か月の支給単位期間

に係るものを除く。）を支給される派遣職員について生じた次の各号のいずれかに掲

げる事由とする。 

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第３条第１項の派遣職員たる要件を欠くに

至った場合 

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更が

あつたことにより、通勤手当の額が改定される場合 

(3) 月の中途において法第２８条第２項の規定により休職にされ、地方公務員の育児休

業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第２条の規定により育児休業をし、又

は法第２９条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が２以上の月に

わたることとなるとき。 

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわ

たって通勤しないこととなる場合 

２ 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第３条第５項の規則で定める額は、次の

各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 
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(1) １か月当たりの運賃等相当額等（第１１条第１号に掲げる派遣職員にあっては、１

か月当たりの運賃等相当額及び条例第３条第２項第２号に定める額の合計額。以下同

じ。）が５５，０００円以下であった場合 前項第２号に掲げる事由が生じた場合に

あっては当該事由に係る普通交通機関等（同号の規定による改定後に１か月当たりの

運賃等相当額等が５５，０００円を超えることとなるときは、その者の利用するすべ

ての普通交通機関等）、同項第１号、第３号又は第４号に掲げる事由が生じた場合に

あってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間

の定期券の運賃等の払戻しを、広域連合長の定める月（以下「事由発生月」という。）

の末日にしたものとして得られる額（以下「払戻金相当額」という。） 

(2) １か月当たりの運賃等相当額等が５５，０００円を超えていた場合 次に掲げる場

合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ア イに掲げる場合以外の場合 ５５，０００円に事由発生月の翌月から支給単位

期間に係る 後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る

普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額（事由発生月が支給単

位期間に係る 後の月である場合にあっては、零） 

イ 第１７条第３項第１号又は第２号に掲げる通勤手当を支給されている場合 ５

５，０００円に事由発生月の翌月から同項第１号若しくは第２号に定める期間に

係る 後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通

機関等についての払戻金相当額及び人事委員会の定める額の合計額のいずれか低

い額（事由発生月が当該期間に係る 後の月である場合にあっては、零） 

３ 特別急行列車等に係る通勤手当に係る条例第３条第５項の規則で定める額は、次の

各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) １か月当たりの特別料金等２分の１相当額（２以上の特別急行列車等を利用するも

のとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「１か月当たりの

特別料金等２分の１相当額等」という。）が４０，０００円以下であった場合 第１

項第２号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る特別急行列車等（同号

の規定による改定後に１か月当たりの特別料金等２分の１相当額等が４０，０００円

を超えることとなるときは、その者の利用するすべての特別急行列車等）、同項第１

号、第３号又は第４号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべて

の特別急行列車等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、

事由発生月の末日にしたものとして得られる額の２分の１に相当する額（以下「払戻

金２分の１相当額」という。） 

(2) １か月当たりの特別料金等２分の１相当額等が４０，０００円を超えていた場合 

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ア イに掲げる場合以外の場合 ４０，０００円に事由発生月の翌月から支給単位

期間に係る 後の月までの月数を乗じて得た額又は第１項各号に掲げる事由に係

る特別急行列車等についての払戻金２分の１相当額のいずれか低い額（事由発生

月が支給単位期間に係る 後の月である場合にあっては、零） 

イ 第１７条第３項第３号に掲げる通勤手当を支給されている場合 ４０，０００

円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る 後の月までの月数を乗じて
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得た額又はその者の利用するすべての特別急行列車等についての払戻金２分の１

相当額及び広域連合長が別に定める額の合計額のいずれか低い額（事由発生月が

当該期間に係る 後の月である場合にあっては、零） 

４ 条例第３条第５項の規定により派遣職員に前２項に定める額を返納させる場合にお

いて、返納に係る通勤手当を支給した任命権者と事由発生月の翌月以降に支給される給

与を支給する任命権者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができ

る。 

 （支給単位期間） 

第１７条 条例第３条第６項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交

通機関等又は特別急行列車等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 

(1) 定期券を使用することが も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等

又は特別急行列車等 当該普通交通機関等又は特別急行列車等において発行されて

いる定期券の通用期間のうちそれぞれ６か月を超えない範囲内で も長いものに相

当する期間。ただし、特別急行列車等に係る通勤手当を支給されている場合であって、

普通交通機関等に係る定期券及び特別急行列車等に係る定期券が一体として発行さ

れているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該特別急行列車等に係る通

勤手当に係る支給単位期間に相当する期間 

(2) 回数乗車券等を使用することが も経済的かつ合理的であると認められる普通交通

機関等若しくは特別急行列車等 １か月 

２ 前項第１号に掲げる普通交通機関等又は特別急行列車等について、同号に定める期

間に係る 後の月の前月以前に、法第２８条の２第１項の規定による退職その他の離職

をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のた

め負担する運賃等の額に変更があることその他広域連合長の定める事由が生ずること

が同号に定める期間に係る 初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が

生ずることとなる日の属する月（その日が月の初日である場合にあっては、その日の属

する月の前月）までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支

給単位期間を定めることができる。 

第１８条 支給単位期間は、第１５条第１項の規定により通勤手当の支給が開始される

月又は同条第２項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。 

２ 月の中途において法第２８条第２項の規定により休職にされ、地方公務員の育児休

業等に関する法律第２条の規定により育児休業をし、又は法第２９条の規定により停職

にされた場合であって、これらの期間が２以上の月にわたることとなったとき（次項に

規定する場合に該当するときを除く。）は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務

に復帰した日の属する月の翌月（その日が月の初日である場合にあっては、その日の属

する月）から開始する。 

３ 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわ

たって通勤しないこととなった場合（前項に規定するときから復職等をしないで引き続

き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。）には、支給単位

期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。 

 （支給できない場合） 
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第１９条 条例第３第１項の派遣職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給

単位期間等に係る 初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しない

こととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。 

 （事後の確認） 

第２０条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている派遣職員について、その者が

条例第３条第１項の派遣職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正で

あるかどうかを当該派遣職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査す

る等の方法により、随時、確認するものとする。 

 （補則） 

第２１条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、広域連合長が

別に定める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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別表（第８条の２関係） 

 自動車等使用者の通勤手当の月額 

通勤手当の月額 片道の使用距離 

自動車（自動二輪車を除

く。） 

自動車（自動二輪車を除

く。）以外の交通の用具

４キロメートル未満 円

２，０００

円

２，０００

４ キ ロ メ ー ト ル 以 上 ６

キロメートル未満 

３，１００ ３，１００

６ キ ロ メ ー ト ル 以 上 ８

キロメートル未満 

４，３００ ４，１００

８ キ ロ メ ー ト ル 以 上 １

０キロメートル未満 

５，５００ ５，１００

１ ０ キ ロ メ ー ト ル 以 上

１２キロメートル未満 

６，８００ ６，５００

１ ２ キ ロ メ ー ト ル 以 上

１４キロメートル未満 

８，０００ ７，７００

１ ４ キ ロ メ ー ト ル 以 上

１６キロメートル未満 

９，１００ ８，９００

１ ６ キ ロ メ ー ト ル 以 上

１８キロメートル未満 

１０，１００ ９，７００

１ ８ キ ロ メ ー ト ル 以 上

２０キロメートル未満 

１１，１００ １０，５００

２ ０ キ ロ メ ー ト ル 以 上

２２キロメートル未満 

１２，０００

２ ２ キ ロ メ ー ト ル 以 上

２４キロメートル未満 

１３，１００

１１，３００

２ ４ キ ロ メ ー ト ル 以 上

２６キロメートル未満 

１４，２００

２ ６ キ ロ メ ー ト ル 以 上

２８キロメートル未満 

１５，０００

１３，７００

２ ８ キ ロ メ ー ト ル 以 上

３０キロメートル未満 

１６，０００

３ ０ キ ロ メ ー ト ル 以 上

３２キロメートル未満 

１７，０００

３ ２ キ ロ メ ー ト ル 以 上

３４キロメートル未満 

１８，０００

１６，０００

３ ４ キ ロ メ ー ト ル 以 上

３６キロメートル未満 

１９，１００

３ ６ キ ロ メ ー ト ル 以 上

３８キロメートル未満 

２０，２００

３ ８ キ ロ メ ー ト ル 以 上

４０キロメートル未満 

２１，２００

１８，５００

４ ０ キ ロ メ ー ト ル 以 上

４２キロメートル未満 

２２，３００ ２０，９００
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４ ２ キ ロ メ ー ト ル 以 上

４４キロメートル未満 

２３，４００

４ ４ キ ロ メ ー ト ル 以 上

４６キロメートル未満 

２４，５００

４ ６ キ ロ メ ー ト ル 以 上

４８キロメートル未満 

２５，６００

４ ８ キ ロ メ ー ト ル 以 上

５０キロメートル未満 

２６，７００

５ ０ キ ロ メ ー ト ル 以 上

５２キロメートル未満 

２７，８００

５ ２ キ ロ メ ー ト ル 以 上

５４キロメートル未満 

２８，９００

５ ４ キ ロ メ ー ト ル 以 上

５６キロメートル未満 

３０，０００

５ ６ キ ロ メ ー ト ル 以 上

５８キロメートル未満 

３１，０００

５ ８ キ ロ メ ー ト ル 以 上

６０キロメートル未満 

３２，１００

６ ０ キ ロ メ ー ト ル 以 上

６２キロメートル未満 

３３，２００

６ ２ キ ロ メ ー ト ル 以 上

６４キロメートル未満 

３４，３００

６ ４ キ ロ メ ー ト ル 以 上

６６キロメートル未満 

３５，４００

６ ６ キ ロ メ ー ト ル 以 上

６８キロメートル未満 

３６，５００

６ ８ キ ロ メ ー ト ル 以 上

７０キロメートル未満 

３７，６００

７０キロメートル以上 ３８，１００

 


